
�愛媛県告示第７２９号
愛媛県卸売市場条例（昭和４７年愛媛県条例第２５号）第８条の規定に基づき、卸売業者から次のとおり卸売の業務を廃止した旨の届出があっ

た。

平成２５年６月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７３０号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正し、平成２５年７月１

日から施行する。

平成２５年６月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

一・二 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 名称及び位置

名 称 位 置

�～� 省略

� 株式会社みずほ銀行

�～� 省略

東京都千代田区丸の内一丁目３

番３号

� 省略

一・二 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 名称及び位置

名 称 位 置

�～� 省略

� 株式会社みずほ銀行

�～� 省略

東京都千代田区内幸町一丁目１

番５号

� 省略
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告 示

廃 止 年 月 日
卸 売 業 者 卸売の業務を行っていた地方卸売市場

の名称
廃 止 し た
取 扱 品 目
の 部 類住 所 又 は 所 在 地 氏 名 又 は 名 称

平成２５年５月３１日 西条市船屋乙１１０番地１ 有限会社周桑青果市場 地方卸売市場愛媛青果 青果部

改 正 後 改 正 前

毎週（火・金）曜日発行 第２４７９号 平成２５年６月１８日
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�愛媛県告示第７３１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２５年６月１８日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２５年６月１１日

３ 指定道路の位置

四国中央市川之江町字井地山１０３９番８

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２３．３５メートル

� 幅員 ４．００メートル
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�愛媛県告示第７３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市堀江町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２５年６月１８日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 下 長 生 松山市堀江町甲１７９９番地

〃 高須賀 一 喜 松山市堀江町甲１６７５番地

〃 西 村 光 弘 松山市堀江町甲１４７８番地

〃 三 好 榮 介 松山市堀江町甲１５２７番地４

〃 太 田 衛 松山市堀江町甲１５５４番地７

〃 鈴 木 理 憲 松山市堀江町甲８５３番地

〃 新 出 務 松山市堀江町甲１６６０番地

〃 高 橋 良 充 松山市堀江町甲１６９９番地３

〃 芳 本 幸 安 松山市堀江町甲１７８６番地１

〃 芳 野 豊 志 松山市堀江町甲２０３６番地

監 事 安 井 和 久 松山市堀江町甲８４３番地１９

〃 松 下 哲 士 松山市堀江町甲１８３３番地

〃 河 野 明 夫 松山市堀江町甲８７７番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 下 長 生 松山市堀江町甲１７９９番地

〃 高須賀 一 喜 松山市堀江町甲１６７５番地

〃 西 村 光 弘 松山市堀江町甲１４７８番地

〃 三 好 榮 介 松山市堀江町甲１５２７番地４

〃 太 田 衛 松山市堀江町甲１５５４番地７

〃 大 西 俊 成 松山市堀江町甲８３８番地

〃 新 出 務 松山市堀江町甲１６６０番地

〃 高 橋 良 充 松山市堀江町甲１６９９番地３

〃 芳 本 幸 安 松山市堀江町甲１７８６番地１

〃 芳 野 豊 志 松山市堀江町甲２０３６番地

監 事 安 井 和 久 松山市堀江町甲８４３番地１９

〃 松 下 浩 史 松山市堀江町甲１６０３番地

〃 河 野 明 夫 松山市堀江町甲８７７番地
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�愛媛県告示第７３３号
八幡浜市土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（維持管理）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２５年６月１８日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 八幡浜市土地改良区 土地改良事業（維持管理）計画書の写

し

� 八幡浜市土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２５年６月１８日から７月１７日まで

３ 縦覧場所

八幡浜市役所本所

�愛媛県告示第７３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年６月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地５３４９番３から

同町平地５３６０番まで
平成２５年６月１８日
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平成２５年６月１８日 発行

愛 媛 県 報平成２５年６月１８日 第２４７９号
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